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当社のリスク管理の状況等について 
 
平素は格別のご愛顧を賜り誠にありがとうございます。 
金融庁により、外国為替証拠金取引業者 126社を対象として実施された『リスク管理に係る点検』につ
いて、リスク管理の状況等に関する調査結果の概要が 2007年 12月 7日に公表されました。 
以下、当社（取引所為替証拠金取引「くりっく３６５」）の状況についての概略をご説明いたします。 
 
金融庁の公表資料につきましては、金融庁のホームページでご確認ください。 
《参考》 http://www.fsa.go.jp/news/19/syouken/20071207-4.html 
 
【区分管理の方法】 
○金融庁の調査結果 

 
◎当社の状況：カバー取引先への預託  
スター為替では、お客様からお預かりしている証拠金は、東京金融取引所（以下、「取引所」とい

います。）に全額預託しております。従いまして、お客様からお預かりしている証拠金は、全額取

引所で分別管理されております。 
 
【自己勘定取引におけるリスク管理の状況】 
○金融庁の調査結果 

 
◎当社の状況：行っていない 
スター為替では、お客様のお取引の媒介のみを行っており、自己勘定取引は一切行っておりませ

ん。 
 
【為替相場が急激に変動した場合のリスク管理の状況】 
○金融庁の調査結果 

 
◎当社の状況：あり 

スター為替では、お客様から受託した委託注文を全て取引所で執行させるため、受注停止等の指

示が取引所から出ない限り注文を受注いたします。また、お客様の証拠金が一定の維持率を下回

った場合に、お客様のポジションの決済注文を発注するロスカット・ルールを設けております。 
 



 

 
 
【顧客及びカバー取引先との取引の状況】 
１、顧客との取引形態について 
○金融庁の調査結果 

 
◎当社の状況：電話およびシステム 
スター為替では、お客様とのお取引の大部分をウェブ取引で占めておりますが、当社の定めた時

間内での電話注文にも対応しております。 
 
２、カバー取引に係る業者のリスク管理について 
○金融庁の調査結果 

 

 
◎当社の状況：個別取引ごとにカバー先が自動的に執行 
スター為替では、取引所為替証拠金取引においては、お客様からの委託注文の受注のみを行

っております。また、受注した委託注文は、個別取引ごとに即座に取引所で執行しております。

従いまして、取引所為替証拠金取引におけるカバー取引のリスクはございません。 
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取引所為替証拠金取引を含む外国為替証拠金取引は元本や利益が保証されたものではありません。取引

所為替証拠金取引を含む外国為替証拠金取引は、証拠金による取引であるため、証拠金額より大きな金額

の取引を行うことになります。そのため為替相場の変動により預託証拠金額以上の損失が生じることがあり

ます。また、売値と買値には一定の価格差（スプレッド）が存在します。また、取引を行っている通貨の金利が

変動すること等により、保有するポジションのスワップポイントの受取額が減少する可能性、支払額が増加する可

能性があります。さらにポジションを構成する２国間の金利水準が逆転した場合は、それまでスワップポイントを受

け取っていたポジションで支払が発生する場合があります。お取引に際しましては、その仕組み、リスクについて

取引説明書等の内容をご確認いただき十分なご理解のうえ、ご検討ください。 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 277 号  （社）金融先物取引業協会会員


